
1 

ジェンダー平等・男女共同参画社会の推進について 

 

【調査の目的】 

経済のグローバル化や少子高齢化、人口減少など、私たちを取り巻く環境が急速に変

化していく中、誰もが、社会のあらゆる分野で自分に合った生き方を選択し、個人とし

て持つ能力を発揮することができるジェンダー平等・男女共同参画社会の実現は、大変

重要です。 

福岡県では、「第５次福岡県男女共同参画計画」（計画期間：令和３年度～令和７年度）

を策定し、「男女がともに個性と能力を発揮できる豊かで活力ある社会」等を目指し、

様々な施策・事業を推進しているところです。また、ＤＶ（ドメスティック・バイオレ

ンス）をはじめとする女性に対する暴力は依然として深刻であり、社会的・経済的に厳

しい状況にある女性への支援も、ジェンダー平等・男女共同参画社会を実現していく上

で重視すべき課題です。 

また、令和３年６月には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改

正され、男女を問わず立候補や議員活動をしやすい環境整備等を行うため、啓発活動や

性的な言動等に起因する問題への対応等さらなる取組が求められています。 

こうしたことから、今後のジェンダー平等・男女共同参画を推進する施策を検討・企

画する上での基礎資料とするため、県民の皆さんのジェンダー平等・男女共同参画に関

する意識や実態を把握し、また、ＤＶの被害者支援は、被害にあわれた方が早期に相談

されることが肝要であることから、その相談窓口の周知度等を把握するため、調査を実

施するものです。 

 

（人づくり・県民生活部男女共同参画推進課） 
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問１ あなたは、普段の生活で男女の地位が平等だと感じますか。 

 

【回答内容】 

全体では、「男性優遇」と感じる人が 58.0%、「平等」と感じる人が 32.0%、「女性優遇」と

感じる人が 10.0%となっている。一方で、男性において「男性優遇」と感じる人は約 4 割程

だが、女性においては約 7 割を占めるなど、女性のほうがより強く「男性優遇」と感じてい

ることがわかる。 
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問１－２ （問１で「１．男性優遇」または「３．女性優遇」と答えた人にお尋ねします。） 

   あなたは普段どの場面で男性優遇または女性優遇と感じますか。 

【回答】 

問１で「１．男性優遇」と答えた人では順に、「社会通念・慣習・しきたり」、「政治」、「職

場」を挙げた人の割合が多く、「３．女性優遇」と答えた人では、「職場」を挙げた人の割合

が最も多かった。また、「１．男性優遇」と答えた人では回答における男女差が少なかったの

に対し、「３．女性優遇」と答えた人では、「家庭」、「地域活動・社会活動」において男女の

回答に大きな差がみられた。 

 

「１． 男性優遇」と答えた人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答者数：全体 221 人、女性 141 人、男性 79 人、その他 1 人） 

「３．女性優遇」と答えた人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答者数：全体 38 人、女性 6 人、男性 32 人） 

 



4 

問２ あなたは、「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。 

【回答内容】 

全体では、「同感する」「ある程度同感する」を合わせた「賛成派」が 25.2%で、「同感しな

い」「あまり同感しない」を合わせた「反対派」が 74.8%となっており、性別役割分担意識を

容認しない人の割合が多くなっている。 

 

問２－２（問２で「１．同感する」、「２．ある程度同感する」と答えた人にお尋ねします。） 

あなたが、「男は仕事、女は家庭」という考え方について、そのように考える理由は何

ですか。（回答は２つまで） 

【回答】 

全体では、「男女の身体的機能の違い」を挙げる人（58.2％）の割合が最も多く、次いで、

「女性の社会進出が少子化の一因になっていると考えるから」（29.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答者数：全体 96 人、女性 40 人、男性 55 人、その他 1 人） 

74.8 25.2 
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問３ あなたは、困難な問題を抱える女性が相談できる窓口があることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

【回答内容】 

困難な問題を抱える女性が相談できる窓口があることを知っていると回答した人の割合は、

70.3%と、昨年の 84.5%から大きく減少したが、７割の認知度がある。 

 

 

※困難な問題を抱える女性とは 

生活困窮、性暴力・性犯罪被害、予期せぬ妊娠、ＤＶや虐待、孤立・孤独など、日常生活や社

会生活を円滑に営む上で、困難な問題を抱えている方のこと。 
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【回答内容】 

全体では、「言葉も、その内容も知っている」が 82.4%、「言葉があることは知っているが、

内容はよく知らない」が 13.6%、「言葉があることを知らなかった」が 13.4%となっている。 

 

 

問４ あなたは、「交際相手からの暴力」（いわゆる「デート DV」）について、知っていま

すか。 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは 

配偶者（事実婚を含む）や交際相手からの暴力をいいます。 

【ＤＶの事例】 

身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げつける など 

精神的暴力 大声でどなる、無視する、外出・電話を制限する など 

性的暴力 性行為の強要、避妊に協力しない など 

経済的暴力 借金をさせる、生活費を渡さない など 

子どもを利用した暴力 子どもに悪口を吹き込む など 

 ※県内 12 ヶ所の配偶者暴力相談支援センター、男性 DV 被害者のための相談ホットライン、

LGBT の方の DV 被害者相談ホットラインで、相談を受け付けています。 
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【回答内容】 

男性、女性ともに「仕事や家庭生活との両立の難しさ」の回答が最も多く、次いで女性は

「政治は男性が行うものだという周囲の考え」が、男性は「家族を含め周囲の理解やサポー

トが得られない」が多くなっている。 

（回答者数：全体 381 人、女性 199 人、男性 179 人、その他 3 人） 

 

問６ 政治分野におけるハラスメントを根絶し、女性をはじめ誰もが政治に参画しやすい

環境を整えるためには、どのような取り組みが有効だと思いますか。（回答は２つまで） 

【回答内容】 

 男性、女性ともに「ハラスメントを行った者に対する処分の規定の整備」が最も多く、男

性と比較してより多くの女性が「ハラスメントを行った者に対する処分の規定の整備」を望

んでいる。その他の項目について回答内容に大きな男女差は見られない。 

（回答者数：全体 381 人、女性 199 人、男性 179 人、その他 3 人） 

問５ 政治分野における男女共同参画の推進に向けて、女性が政治に参画する上で、何が

課題となっていると思いますか。（回答は２つまで） 
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【回答内容】（意見抜粋） 

 小さな頃からの学びは重要なので、小・中学校でもジェンダー平等を考える時間があ

ると良い。 

 社会人もジェンダーや多様性、男女共同参画推進について会社で学べるような機会が

増えて欲しい。若い世代が学ぶのも大切だが、企業や組織の幹部も学ぶことで互いの

理解ができる。 

 法や環境を整備しても最終的には個々人の意識が変わらないことには問題の解決には

ならない。県民一人一人への研修（講座等）が重要。 

 街の女性トイレの個室で「ＤＶ」に悩んでいる人向けの相談案内を目にしたが、一人

になる場所で目にできるのはとても良いと思う。 

 政治やあらゆる分野で役職者が男性と女性同じ比率でいると幅広い考え方が出来る。 

 政治分野でのジェンダー平等が進むことによって社会全体でのジェンダー平等が促進

されるので、県政のポイントとして“男女の政治参画の平等の実現“が重点的に取り

組むべき課題である。 

 女性の意見を反映するために、選挙の際は女性枠を作るなどのアファーマティブアク

ションが必要。 

 ジェンダー平等・男女共同参画の推進は、昔と比べると少しずつ前進している。これ

からも歩みを止める事なく推進して行くべき。 

 

 

問７ 男女共同参画の推進について、これまでの設問以外に意見はありますか。 


